
   川崎市政策・調整会議規程 

 

（目的及び設置） 

第１条 市政の基本方針及び重要施策について審議決定するとともに、各部門

間における重要事業の調整等を行い、行政の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、川崎市政策・調整会議（以下「政策・調整会議」という。）を設置す

る。 

（構成） 

第２条 政策・調整会議は、市長、副市長、総務企画局長、財政局長及び市民

文化局長をもって構成する。 

２ 市長は、付議事案の内容により、政策・調整会議に関係職員を出席させる

ことができる。 

（開催） 

第３条 政策・調整会議は、市長が主宰し、毎月１回定例的に開催する。ただ

し、市長が必要と認めるときは随時開催するものとする。 

（付議事案） 

第４条 政策・調整会議に付議する事案は、次のとおりとする。 

（１）決定事項 

ア 市政の基本的な計画及び方針に関すること。 

イ 重要な計画、施策及び事業に関すること。 

ウ その他市長が特に必要と認める事項 

（２）報告事項 

ア 重要な計画、施策及び事業の進行状況等に関すること。 

イ 政策・調整会議における決定及び指示事項の進行管理に関すること。 

ウ その他市長が特に必要と認める事項 



（付議の手続） 

第５条 局長等は、政策・調整会議に付議する事案があるときは、当該事案に

その趣旨及び資料を添え総務企画局長に提出するものとする。 

２ 総務企画局長は、市長又は副市長の指示に基づき、政策・調整会議に事案

を付議するときは、局長等に対し、当該事案にその趣旨及び資料を添え提出

するよう求めるものとする。 

３ 総務企画局長は、政策・調整会議に付議する事案があると認めるときは、

局長等に対し、当該事案にその趣旨及び資料を添え提出するよう求めること

ができる。 

４ 総務企画局長は、前３項の規定により事案の提出を受けたときは、必要に

応じ事前の調整等を行い、当該事案を政策・調整会議に付議するものとする。 

（企画調整連絡会議） 

第６条 政策・調整会議にその円滑な運営を図るため、付議事案の整理、関係

局等との事前調整等を行う企画調整連絡会議を置く。 

２ 企画調整連絡会議の構成、所掌事務、運営方法等については、市長が別に

定める。 

（決定及び指示事項の通知） 

第７条 総務企画局長は、政策・調整会議終了後、その決定及び指示事項を速

やかに事案関係局長等に通知するものとする。 

（庶務） 

第８条 政策・調整会議の庶務は、総務企画局において処理する。 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、政策・調整会議の運営について必要な

事項は、市長が定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（川崎市庁議に関する規程及び川崎市土地利用調整会議規程の廃止） 

２ 次に掲げる規程は、廃止する。 

(１) 川崎市庁議に関する規程（昭和４５年川崎市訓令第１０号） 

(２) 川崎市土地利用調整会議規程（昭和５６年川崎市訓令第２号） 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２年６月１５日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 


